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北九州市告示第２４９号 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第１４

条第１項の規定により指定医療機関の指定をしたので、同法第２４条第１号の

規定により次のとおり告示する。 

  令和元年１１月２０日 

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 薬局   

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 指定年月日 

あさの薬局 北九州市小倉北区浅野二丁目１３

番１号 

令和元年１１月

１日 

オーエス令和薬局 北九州市小倉北区東城野町８番３

１号 

令和元年１１月

１日 

片野薬局 北九州市小倉北区片野新町一丁目

９番１号 

令和元年１１月

１日 

篠崎薬局 北九州市小倉北区東篠崎三丁目５

番４８号 

令和元年１１月

１日 

タカサキ薬局真鶴

店 

北九州市小倉北区真鶴二丁目１０

番６号 

令和元年１１月

１日 

志井駅前薬局 北九州市小倉南区徳力四丁目２３

番２９号 

令和元年１１月

１日 

西本町薬局 北九州市八幡東区西本町三丁目５

番１５号 

令和元年１１月

１日 

コルポ調剤薬局 北九州市八幡西区南鷹見町６７２

－３ 

令和元年１１月

１日 

浅生薬局 北九州市戸畑区浅生三丁目１５番

２４号 

令和元年１１月

１日 

２ 訪問看護ステーション等  

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 指定年月日 

えんふく訪問看護 北九州市八幡西区大浦一丁目１３

番５号エルカミノ２０６号 

令和元年１１月

１日 

訪問看護ステーシ

ョン ぽっぽスマ

イル 

北九州市八幡西区浅川二丁目１０

番２２号 

令和元年１１月

１日 

2



北九州市告示第２５０号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の２の規定によ

り、下記の特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったので、同法第５８条

の１１の規定により、次のとおり告示する。 

令和元年１１月２０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

提供者の名称 種類 所在地 施設等の名称 確認年月日 

ア メ リ カ ン英

会話 ス ク ール  

認可外

保育施

設 

北九州市八幡

東区中央二丁

目１番１号１

階 

アメリカン英

会話スクール 

令和元年１

０月１日 

合 同 会 社 ビガ

ーフ ァ ミ リー  

認可外

保育施

設 

北九州市八幡

東区西本町四

丁目１番１号

一番街２階 

合同会社ビガ

ーファミリー 

令和元年１

０月１日 

公益財団法人健

和会

認可外

保育施

設 

北九州市小倉

北区大手町１

４番２２号 

公益財団法人

健和会ひよこ

の家保育園

令和元年１

０月１日 

特定医療法人東

筑会

認可外

保育施

設 

北九州市八幡

西区八枝一丁

目７番２０号 

東筑病院保育

所

令和元年１

０月１日 

社会福祉法人敬

愛会 

企業主

導型保

育施設 

北九州市若松

区原町１６番

１１号 

社会福祉法人

敬愛会キッズ

ハウスけやき 

令和元年１

０月１日 

合同会社カーサ

・デ・バンビー

ニ

企業主

導型保

育施設 

北九州市小倉

北区室町一丁

目１番１号リ

バーウォーク

北九州２階 

ＲＩＶＥＲＷ

ＡＬＫこども

の家 

令和元年１

０月１４日 
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工事名 新門司北６～９号岸壁保安照明灯設置工事
工事場所 北九州市門司区新門司北三丁目
工事内容 岸壁保安照明灯の設置工事
工期 請負契約締結の日から令和２年３月１９日まで
予定価格 ３，７８９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２６年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注４）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
　０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機又は電気計装設備
　に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次
　のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）で令和元年１１月１８日から
　本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和元年１２月１０日　午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市公告第４９０号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和元年１１月２０日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　令和元年１２月５日及び同月６日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和元年１２月９日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から令和元年１１月２５日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和元年１１月２６日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金
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８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２５条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規
　定する協議をいう。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月３０日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の

注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２５条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
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工事名 金水橋（小倉中間線）道路改築工事（１－１）
工事場所 北九州市八幡西区香月中央四丁目ほか
工事内容 工事延長　８６．１メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和２年３月３１日まで
予定価格 ６，２６６万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２６年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成３０年度又は令和元年
  度に発注した予定価格（注５）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を
  単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場
　合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和元年１１月１８日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和元年１２月１０日　午前９時１０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　建　治　　　

（１）　令和元年１２月５日及び同月６日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和元年１２月９日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和元年１１月２５日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和元年１１月２６日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効

北九州市公告第４９１号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和元年１１月２０日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時
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注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
第２５条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規
定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月３０日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。
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北九州市公告第４９２号

 市有財産を一般競争入札により売り払うので、北九州市契約規則（昭和３９

年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という 。） 第４条第１項の規定に

より、次のとおり公告する。 

  令和元年１１月２０日

                    北九州市長 北 橋 健 治

１ 売り払う物件

  別表のとおり

２ 契約条項を示す場所及び期間

（１） 場所

北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市財政局財務部財産活用推進課

（２） 期間

この公告の日（以下「公告日」という 。） から令和２年３月６日まで（

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号

）に規定する休日並びに令和元年１２月３０日から令和２年１月３日まで

の日（以下「日曜日等」という 。） を除く 。） の毎日午前８時３０分から

午後５時１５分まで

３ 入札の要領及び参加申請書を交付する場所及び期間

（１） 場所

  ア 北九州市小倉北区城内１番１号

    北九州市財政局財務部財産活用推進課

  イ 北九州市小倉北区城内１番１号

    北九州市広報室広聴課

  ウ 各区役所総務企画課及び出張所

 （２） 期間

公告日から令和２年３月６日まで（日曜日等を除く 。） の毎日午前８時

３０分から午後５時１５分まで

４ 入札の参加申請を受け付ける場所及び期間

（１） 場所

   北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市財政局財務部財産活用推進課

（２） 期間

令和２年１月７日から同月１０日までの毎日午前９時から午後５時まで

５ 入札及び開札の日時及び場所
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 （１） 入札日時

 別表のとおり

 （２） 開札日時

 入札締切り後直ちに行う。

（３） 入札及び開札の場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市役所地下２階第６入札室

６ 入札に参加することができる者の資格

次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

（１） 北九州市が行う市有地売払いに関し、下記の事実があった後２年を

経過していない者

  ア 申込みを取り消されたことがある者

  イ 入札を取り消されたことがある者

  ウ 落札者として資格を取り消されたことがある者

  エ 正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項の規定又は契約規則第２条の規定に該当する者

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「法」という 。） 第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という 。） のほか、次に掲げる者

ア 入札に係る物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し

ようとする者

イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という 。） 又

は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

ウ 次のいずれかに該当する者

   （ア） 法人でその役員等が暴力団員であるもの又は暴力団員がその経

営に実質的に関与しているもの

（イ） 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者

（ウ） 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与

する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者

（エ） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者

（オ） 暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用して
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いる者

エ アからウまでに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

７ 入札保証金

 （１） １物件につき５万円

 （２） 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、市に帰属する。

８ 入札の無効

  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

９ 入札の中止

  特別の事情がある場合は、入札を中止し、延期し、又は取り消すことがあ

る。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けて

も、市は、補償の責めを負わない。

１０ 入札等に係る問合せ先

 北九州市小倉北区城内１番１号

 北九州市財政局財務部財産活用推進課

 電話 ０９３－５８２－２００７

別表

番

号

        売 り払う物件 

入 札 日 時 所 在 地   公 簿

地 目

実 測 面 積

（ ㎡ ） 

最 低 売 却 価

格 （ 円 ） 

24 門 司 区 大 里 東 二

丁 目 ９ ２ 番 １ ほ

か １ 筆 

雑 種

地 

472.37 11,580,000 令 和 ２ 年 ２ 月 ４

日 （ 火 ） 午 前 ９

時 ０ ０ 分 

25 小 倉 北 区 黒 原 三

丁 目 １ ０ ７ ７ 番

２ （ 建 物 付 ） 

宅 地 959.16 31,470,000 令 和 ２ 年 ２ 月 ４

日 （ 火 ） 午 前 １

０ 時 ０ ０ 分 

26 小 倉 南 区 南 方 三

丁 目 ２ ３ 番 １ ０

８ 

宅 地 369.9 22,270,000 令 和 ２ 年 ２ 月 ４

日 （ 火 ） 午 前 １

１ 時 ０ ０ 分 

27 八 幡 西 区 香 月 中

央 三 丁 目 １ ６ １

５ 番 ２ １ 

宅 地 266.59 5,630,000 令 和 ２ 年 ２ 月 ４

日 （ 火 ） 午 後 １

時 ３ ０ 分 

28 八 幡 西 区 木 屋 瀬

三 丁 目 ８ ３ ６ 番

５

宅 地 855.43 18,140,000 令 和 ２ 年 ２ 月 ５

日 （ 水 ） 午 前 ９

時 ０ ０ 分 
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29 戸 畑 区 中 原 西 一

丁 目 ２ 番 ９ （ 建

物 付 ）

宅 地 550.70 33,980,000 令 和 ２ 年 ２ 月 ５

日 （ 水 ） 午 前 １

０ 時 ０ ０ 分 

30 戸 畑 区 中 原 西 一

丁 目 ４ 番 ３

宅 地 918.81 83,620,000 令 和 ２ 年 ２ 月 ５

日 （ 水 ） 午 前 １

１ 時 ０ ０ 分 
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北九州市公告第４９４号 

一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

令和元年１１月２０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 調達内容 

（１） 特定役務の名称 

新日明工場整備運営事業（以下「本事業」という。） 

（２） 履行場所  

   北九州市小倉北区西港町９６番地の２ 

（３） 履行期間 

  ア 設計・建設業務 契約締結の日から令和７年３月３１日まで 

  イ 解体撤去業務 契約締結の日から令和４年３月３１日まで 

  ウ 運営・維持管理業務 令和７年４月１日から令和２７年３月３１日ま

で 

（４） 事業概要 

   新日明工場整備運営事業入札説明書第３章 事業の概要のとおり。 

（５） 入札方法 

  落札者の決定は、総合評価一般競争入札方式をもって行うので、提案に 

係る性能、機能、技術等に関する書類（以下「事業提案書」という。）及

び入札書を提出すること。 

   なお、総合評価に関する詳細については、新日明工場整備運営事業落札

者決定基準書のとおり。 

２ 競争入札参加資格 

新日明工場整備運営事業入札説明書第４章 民間事業者の募集及び選定に 

関する事項 ３．応募者の参加資格要件 （２）応募者等の参加資格要件の 

とおり。 

３ 入札書等の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市環境局循環社会推進部施設課 
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  イ 日時 この公告の日から令和２年３月１６日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）並びに令和元年１２月３０日から令和

２年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで 

（２） 入札説明書等の交付方法 

ア 入札説明書及び各種書類（要求水準書、落札者決定基準書、基本協定

書（案）、事業契約書（案）、様式集等）は、北九州市環境局循環社会

推進部施設課のホームページからダウンロードする方法により交付する

。 

北九州市環境局循環社会推進部施設課のホームページアドレス 

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/kan-shisetsulist.html  

  イ アのダウンロードをすることができない場合は、前号イの期間中に北

九州市環境局循環社会推進部施設課（電話０９３－５８２－２１８４）

へ連絡し、その指示に従うこと。 

（３） 入札参加資格審査申請書の提出場所、日時及び方法 

  ア 場所 第１号アの場所と同じ。 

  イ 日時 この公告の日から令和元年１２月２５日まで（日曜日等を除く 

。）の毎日午前９時から午後５時まで 

  ウ 方法 第１号アの場所に持参、郵送（書留郵便に限る。）又は宅配便 

（手渡したことが証明されるものに限る。）による。 

 （４） 事業提案書及び入札書の提出場所、日時及び方法 

  ア 場所 第１号アの場所と同じ。 

  イ 日時 応募者記号の交付された日から令和２年３月１６日まで（日曜

日等を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで 

  ウ 方法 前号ウの方法と同じ。 

４ 予定価格 

  ４６８億７，８４９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）とする 

。ただし、入札金額の内訳が下記各々の額を超えないこと。 

 （入札金額の内訳） 

  （１） 設計・建設業務 ２９１億８，１８１万８，１８１円（消費税及 

び地方消費税相当額を除く。） 

  （２） 解体撤去業務 ９億９０９万９０９円（消費税及び地方消費税相

当額を除く。） 

  （３） 運営・維持管理業務（２０年間） １７４億７２７万２，７２７ 

円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 
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５ 最低制限価格及び調査基準価格 

 （１） 最低制限価格 設けない。 

 （２） 調査基準価格 設けない。 

６ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金 

   入札保証金については次に掲げる額の合算額とし、その他詳細について

は入札説明書による。ただし、契約規則第５条第７項各号のいずれかに該

当する場合は、免除する。 

  ア 入札金額のうち設計・建設業務に係る額の１００分の１０以上の額 

  イ 入札金額のうち解体撤去業務に係る額の１００分の１０以上の額 

  ウ 入札金額のうち運営・維持管理業務に係る額の１００分の５以上の額 

 （３） 契約保証金 

   契約保証金については次に掲げる額の合算額とし、その他詳細について

は入札説明書による。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号

のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  ア 契約金額のうち設計・建設業務に係る額の１００分の１０以上の額 

  イ 契約金額のうち解体撤去業務に係る額の１００分の１０以上の額 

  ウ 契約金額のうち運営・維持管理業務に係る額の１００分の５以上の額 

（４） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア 入札説明書に規定する競争入札参加資格のない者が行った入札 

イ 入札参加資格審査申請書に記載された応募者以外の者が行った入札 

ウ 談合その他不正行為があったと認められる入札 

エ 応募者の記名及び押印を欠く入札又は入札事項を明示しない入札 

オ 事業提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札 

カ 同一事項に対し２通以上の書類提出がなされた入札 

キ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

ク その他入札説明書等において示した条件に違反した入札 

（５） 落札者の決定方法 

   落札者の決定は、総合評価一般競争入札方式をもって行う。詳細は、新

日明工場整備運営事業落札者決定基準書のとおり。 

 （６） 契約書作成の要否 要 
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 （７） 議会の議決に付すべき契約の締結 

   本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する 

法律（平成１１年法律第１１７号）第１２条及び北九州市議会の議決に付 

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年北九州市条 

例第８１号）第２条の規定により議会の議決に付さなければならない契約 

であるため、北九州市議会の議決が得られることによって確定するものと 

する。この場合、仮契約書をそのまま契約書とみなすものとする。 

 （８） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。 

 （９） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

   北九州市環境局循環社会推進部施設課 

〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

電話 ０９３－５８２－２１８４  

ＦＡＸ ０９３－５８２－２１９６ 

電子メールアドレス kan-shisetsu@city.kitakyushu.lg.jp 

７ Summary  

 （１） Subject matter of contract: PFI-based contract for  

design, construction, maintenance etc. of Hiagari Incineration Facility  by  

Kitakyushu city  

 （２） Deadline for the Submission of the Bid Application for the First  

Stage of Screening(in person or By mail)  is 5:00P.M., December 25, 2019. 

 （３） Deadline for the Submission of the Proposal Documents and 

Bidding Document(s) for the Second Stage of Screening (in person or By  

mail) is 5:00P.M., March 16, 2020. 

 （４） For further information, please contact:  

Facilities Management Division, Environment Bureau，City of Kitakyushu 

1-1 Jonai, Kokurakita-ku, Kitakyushu 803-8501 JAPAN  

TEL ： 093-582-2184 (Japanese only)  
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工事名 皿山配水池耐震補強工事
工事場所 北九州市小倉北区皿山町地内
工事内容 耐震補強工（旧池）　１式　ほか
工期 請負契約締結の日から７９０日間
予定価格 ２億９,８８９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２６年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成３０年度又は令和元年
  度に発注した予定価格（注５）２億円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土木
  工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単体又は
　共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、こ
　の限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格２億円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土木
　工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和元年
　１１月１８日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む
　。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和２年１月１５日　午前９時
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

８  入札の無
　効

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

北九州市上下水道局公告第１１３号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　令和元年１１月２０日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　中　西　満　信

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和元年１２月５日及び同月６日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和元年１２月９日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和元年１１月２５日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和元年１１月２６日　午前９時から正午まで

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

16



９　その他

注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２５条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規
　定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月３０日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第
　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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工事名 祇園三丁目地内他雨水（その２）合流改善管渠築造工事
工事場所 北九州市八幡東区祇園三丁目ほか
工事内容 自由勾配側溝　２３６．１メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から３００日間
予定価格 ６，９０２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２６年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成３０年度又は令和元年
  度に発注した予定価格（注５）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
  ）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を
　単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場
　合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和元年１１月１８日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和元年１２月１０日　午前９時５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

８  入札の無
　効

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和元年１２月５日及び同月６日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和元年１２月９日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和元年１１月２５日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和元年１１月２６日　午前９時から正午まで

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

北九州市上下水道局公告第１１４号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　令和元年１１月２０日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　中　西　満　信

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
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９　その他

注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２５条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規
　定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月３０日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
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工事名 泉台三丁目配水管布設替工事（その１）
工事場所 北九州市小倉北区泉台三丁目地内
工事内容 鋳鉄管据付工　内径１５０ミリメートル　２７４．８メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１６０日間
予定価格 ３，０５３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２６年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の
構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実
績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和元年１１月１
８日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でない
こと。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 令和元年１２月１０日　午前９時２０分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

９　その他

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

北九州市上下水道局公告第１１５号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　中　西　満　信

公告する。
　　令和元年１１月２０日

期間

（２）　令和元年１１月２６日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から令和元年１１月２５日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１）　令和元年１２月５日及び同月６日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和元年１２月９日　午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８
　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月３０日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
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